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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
古
代
の
地
域
社
会
の
「
言
葉
遊
び
」
に
光
り
を
あ
て
た
、
エ
ド
ウ
ィ
ー
ナ
・

パ
ー
マ
ー
氏
の
口
承
文
芸
論
も
重
ん
じ
な
が
ら

（
１
）

、『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
伎
須
美
野

条
の
ク
ニ
ガ
タ
（
土
地
の
形
状
）
を
答
え
る
話
と
、『
常
陸
国
風
土
記
』
な
ど
に
み
え
る

枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
の
奏
上
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。
こ
の
内
容
分
析
を
通
じ
て
、
そ
れ

ら
が
奏
上
さ
れ
る
意
味
、
ま
た
王
権
が
『
風
土
記
』
と
い
う
行
政
報
告
書
を
提
出
さ
せ
た

目
的
の
一
端
を
、
古
代
の
服
属
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　

 

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
中
央
・
地
方
の
氏
族
や
渡
来
人
な
ど
、
倭
王
権
か
ら
遣
わ

さ
れ
た
諸
集
団
の
移
住
・
開
発
・
土
地
領
有
に
関
わ
る
話
が
三
〇
例
以
上
み
ら
れ
る
。
地

域
的
に
は
揖い

ひ

保ぼ

・
餝し

か

磨ま

両
郡
に
集
中
し
、
こ
こ
だ
け
で
過
半
数
を
占
め
る
。
ま
た
時
代
的

に
は
応
神
朝
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
ほ
か
仁
徳
・
欽
明
・
孝
徳
朝
な
ど
の
ケ
ー
ス
も
少

な
く
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
年
紀
を
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
な
い
史
料
が
あ
る
。
し
か
し
従

来
説
か
れ
る
よ
う
に

（
２
）

、
こ
れ
ら
の
伝
承
の
な
か
に
は
、
五
～
七
世
紀
の
各
段
階
の
倭
王
権

に
よ
る
、
播
磨
支
配
の
変
遷
を
示
唆
す
る
も
の
を
含
む
と
み
る
余
地
が
あ
る
。
そ
し
て
実

際
の
支
配
・
土
地
領
有
に
あ
た
っ
て
は
、
地
元
の
豪
族
や
集
団
が
王
権
に
服
従
し
た
こ
と

を
可
視
的
に
確
認
さ
せ
る
、
い
く
つ
か
の
儀
礼
や
呪
的
行
為
が
あ
っ
た
。

　

記
紀
伝
承
を
分
析
し
た
先
行
研
究
に
も
と
づ
く
と
、
そ
う
し
た
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
、

王
権
へ
の
服
属
を
約
し
た
豪
族
に
よ
る
食
物
の
献
上
と
そ
れ
を
大
王
が
口
に
す
る
行
事
、

一
族
の
子
女
を
服
従
の
証
（
采う

ね

女め

）
と
し
て
差
し
だ
し
、
宮
中
で
の
饗
宴
の
夜
、
大
王
が

彼
女
ら
と
「
同ど

う

衾き
ん

」（
共
寝
）
す
る
行
為
な
ど
が
実
修
さ
れ
た
ら
し
い（

３
）。

ま
た
降
伏
の
印

と
し
て
、
自
ら
の
祭
神
を
憑
依
さ
せ
た
鏡
・
剣
・
玉
な
ど
を
榊
の
枝
な
ど
に
吊
し
、
そ
れ

を
王
権
の
船
団
な
ど
に
奉
じ
る
儀
礼
な
ど
も
あ
っ
た
（『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
一
二
年

九
月
戊
辰
条
、
仲
哀
天
皇
八
年
正
月
壬
午
条
）。
こ
れ
は
神
宝
の
献
上
を
通
じ
た
守
護
霊

の
服
従
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
地
方
神
の
服
従
に
つ
い
て
は
、こ
れ
と
は
異
な
る
方
式
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、

『
播
磨
国
風
土
記
』
な
ど
に
多
く
み
ら
れ
る
、
主
要
な
交
通
路
の
要
衝
地
に
お
い
て
、
自

然
の
猛
威
を
振
る
う
荒
ぶ
る
神
を
鎮
祭
さ
せ
る
形
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
王
権
に
よ
り
派

遣
さ
れ
た
氏
族
が
直
接
祭
祀
権
を
掌
握
し
、
神
を
丁
重
に
祭
り
続
け
て
災
厄
を
鎮
め
る
こ

と
に
よ
り
、
自
ら
の
守
護
霊
に
転
化
さ
せ
、
地
域
社
会
の
掌
握
と
安
定
化
に
つ
な
げ
よ
う

と
す
る
意
図
を
読
み
と
れ
た

（
４
）

。

　

さ
ら
に
こ
れ
と
は
別
に
検
討
し
た
い
の
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
み
え
る
、
あ
る
豪

族
が
領
有
す
る
土
地
の
ク
ニ
ガ
タ
（
地
状
・
国
形
・
国
方
・
国
消
息
・
体
）
を
答
え
る
話
、

【
論　

文
】

　

 
『
風
土
記
』
の
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
話
と
枕
詞
を
添
え
た
地
名
の
奏
上
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お
よ
び
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
を
奏
上
す
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
、
こ
の
二
点
を
ま
と
め
て
扱
っ
た
考
察
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

そ
の
意
味
の
解
明
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
の
い
わ
ゆ
る

『
風
土
記
』
の
提
出
命
令
の
目
的
の
一
断
面
に
つ
い
て
も
探
っ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
ク
ニ
ガ
タ
に
関
す
る
史
料
の
一
つ
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
伎き

須す

美み

野の

の
地
名
起

源
説
話
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
　

一
、
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
話

 

『
播
磨
国
風
土
記
』
の
賀か

毛も

郡
楢な

ら
は
ら原

里
の
伎
須
美
野
条
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

伎
須
美
野
。
右
、
号
二

伎
須
美
野
一

者
、
品
太
天
皇
之
世
、
大
伴
連
等
、
請
二

此
処
一

之
時
、

喚
二

国
造
黒
田
別
一

、
而
問
二

地
状
一

。
爾
時
、
対
曰
、
縫
衣
如
レ

蔵
二

櫃
底
一

。
故
曰
二

伎
須
美
野（

５
）一

。

　

こ
れ
に
よ
る
と
品ほ

む

太だ

（
応
神
）
天
皇
の
時
代
、
現
在
の
兵
庫
県
小
野
市
来き

住し

町
か
ら
下

来
住
町
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
る
伎
須
美
野
を
、大
伴
連
ら
が
領
有
し
た
い
と
願
い
出
た（
図

①
参
照
）。
そ
こ
で
天
皇
は
国
造
の
黒
田
別
を
召
喚
し
、こ
の
土
地
の
「
地く

に
が
た状

」
を
問
う
た
。

す
る
と
黒
田
別
は
、「
縫
っ
た
衣き

ぬ

を
櫃
の
底
に
蔵き

す

め
た
（
し
ま
い
込
ん
だ
）
よ
う
な
土
地

で
す
」
と
答
え
た
。
だ
か
ら
伎
須
美
野
と
呼
ぶ
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
「
蔵き

す

め
る
」
の
語
を
伎
須
美
野
に
掛
け
る
、
ダ
ジ
ャ
レ
に
も
と
づ
く
地
名
起
源

説
話
で
、ま
さ
に
パ
ー
マ
ー
氏
が
い
う「
言
葉
遊
び
」の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は「
縫

衣
如
レ

蔵
二

櫃
底
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
伎
須
美
野
の
ク
ニ
ガ
タ
の
素
晴
ら
し
さ
が
強
調
さ

れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　

た
だ
し
こ
の
話
に
は
、
大
伴
連
ら
の
領
有
申
し
出
に
対
す
る
答
え
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
国
造
の
黒
田
別
は
土
地
の
形
状
の
良
さ
を
答
え
る
だ
け
で
、
最
終
的
に
そ
れ
が
地
名

由
来
に
な
っ
た
と
い
う
形
で
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
や
り
と
り
を
み
れ
ば
明
ら
か

な
よ
う
に
、
あ
る
者
が
大
王
か
ら
ク
ニ
ガ
タ
を
問
わ
れ
、
そ
の
内
容
を
答
え
る
こ
と
は
、

相
手
に
対
す
る
服
属
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

国
造
の
黒
田
別
は
、
も
と
も
と
伎
須
美
野
を
支
配
領
域
の
一
つ
と
す
る
、
地
元
豪
族
で

あ
っ
た
。
彼
は
こ
こ
で
ク
ニ
ガ
タ
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
服
属
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
伎
須

美
野
の
土
地
を
献
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
伎
須
美
野
の
比
定
地
の
対
岸
の
、
加
古
川
東

岸
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
、
後
世
「
大
部
荘
」
と
い
う
東
大
寺
領
の
荘
園
が
置
か
れ

た
（
６
）

。
「
大
部
」
は
現
在
「
お
お
べ
」
と
読
む
が
、
本
来
は
「
大
伴
」
に
因
み
、「
お
お
と
も
」

と
呼
ば
れ
た
。
古
代
の
「
部
」
は
、「
伴
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
字
で
あ
っ
た

（
７
）

。
「
大
部
」

と
い
う
地
名
は
、
後
に
こ
の
地
域
へ
進
出
し
た
大
伴
連
氏
の
支
配
領
域
の
広
が
り
に
も
と

づ
く
と
み
ら
れ
る

（
８
）

。

　

と
す
れ
ば
、
応
神
朝
と
い
う
年
紀
は
怪
し
い
が
、
黒
田
別
の
ク
ニ
ガ
タ
の
奏
上
の
後
、

図①　「伎須美野」の比定地（小野市来住町鴨池付近から臨む）



－ 55 －

伎
須
美
野
の
新
し
い
支
配
者
に
な
っ
た
の
は
大
王
（
天
皇
）、
直
接
的
に
は
そ
れ
を
賜
与

さ
れ
た
大
伴
連
氏
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
律
令
制
よ
り
前
の
時
代
、
各
地
の
ク

ニ
ガ
タ
の
中
身
を
答
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
服
属
の
意
志
を
確
認
す
る
儀
礼
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
伎
須
美
野
の
話
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
な
見
方
を
引
き
だ
せ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
儀
礼
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
め
る
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

右
の
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
話
が
、
賛
辞
を
と
も
な
う
地
名
起
源
説
話
に
も
な
っ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。

　
　

二
、
神
が
ク
ニ
ガ
タ
を
誉
め
る
地
名
起
源
説
話

　

 

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
ク
ニ
ガ
タ
を
称
賛
す
る
地
名
起
源
説
話
を
い
く

つ
か
見
い
だ
せ
る
。
島
根
郡
方
結
郷
と
秋
鹿
郡
恵
雲
郷
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

・
島
根
郡
方か

た

結え

郷
条

 　

 

須す

佐さ

袁の
を

命
御
子
、
国く

に

忍お
し

別わ
け

命
詔
、
吾
敷
坐
地
者
、
国
形
宜
者
。
故
云
二

方
結
一

。

・
秋
鹿
郡
恵え

雲と
も

郷
条

　
　

須す

佐さ

能の

乎を

命
御
子
、
磐
坂
日
子
命
、
国
巡
行
坐
時
、
至
二

坐
此
処
一

而
詔
。
此
処
者
、

　
　

国
権
美
好
有
。
国
形
如
二

絵え

鞆と
も

一

哉
。
吾
之
宮
者
、
是
処
造
者
。
故
云
二

恵え

伴と
も

一

（
神

　
　

亀
三
年
、
改
二

字
恵
雲
一)

。

　

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、「
方
結
」
と
「
恵
伴
」
の
地
名
の
い
わ
れ
が
、「
国
形
宜
し
」
や
「
国

形
絵
鞆
の
如
き
か
な
」
と
い
っ
た
、
語
呂
合
わ
せ
の
「
言
葉
遊
び
」
に
よ
っ
て
説
か
れ
て

い
る
。
し
か
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
神
の
言
葉
（
託
宣
）
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る

こ
と
、
ま
た
「
宜
」
や
「
美
好
」
の
言
葉
を
含
む
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
ク
ニ
ガ
タ
も
、
神

に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
す
る
と
神
の
言
葉
に
よ
る
命
名
か
否
か
の
点

は
異
な
る
が
、
こ
れ
は
形
状
の
素
晴
ら
し
さ
を
強
調
す
る
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
伎
須

美
野
の
地
名
起
源
説
話
と
同
系
列
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
ク
ニ
ガ
タ
の
語
は
み
え
な
い
が
、『
出
雲
国
風
土
記
』に
は
、さ
ら
に
こ
れ
と
似
通
っ

た
話
が
二
つ
あ
る
。

・
島
根
郡
手た

染し
み

郷
条

所
レ

造
二

天
下
一

大
神
命
詔
、
此
国
者
、
丁た

寧し
に

所
レ

造
国
在
詔
而
、
故
丁
寧
負
給
。
而     

今
人
猶
詔
二

手
染
郷
一

之
耳
。
即
正
倉
。

・
秋
鹿
郡
多た

太だ

郷
条

須
佐
能
乎
命
御
子
、
衝つ

き

杵き
ね

等と

乎お

而に

留る

比ひ

古こ

命
、
国
巡
行
坐
時
、
至
二

此
処
一

詔
。
吾    

御
心
、
照あ

か

く

た

だ

に

明
正
真
成
。
吾
者
此
処
静
将
レ

坐
。
詔
而
静
坐
。
故
云
二

多
太
一

。

　

こ
こ
で
も
「
手た

染し
み

」
の
地
名
と
「
丁た

し

寧に

」、「
多た

太だ

」
の
地
名
と
「
正た

だ

真に

」
と
を
掛
け
合

わ
せ
る
語
呂
合
わ
せ
が
み
ら
れ
、
国
を
誉
め
た
神
の
言
葉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
の
由
来

に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
先
の
二
例
と
ほ
ぼ
同
様
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
神
が
国
を
誉
め
た
と
い
う
話
は
、
史
実
で
は
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
採
録
さ
れ
る
前
の
時
代
に
、
地

元
の
人
間
が
作
っ
た
地
名
起
源
説
話
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に

（
９
）

、
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
村
の
祭
祀
全
体
を
一
時
的
に
つ
か
さ
ど
る
豪
族
の
一
族
の
者
に
よ
っ
て
作

ら
れ
、
神
祭
り
の
時
、
口
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
際
、
実
際
の
土
地
の
形
状

の
良
し
悪
し
は
別
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
が
神
の
賛
辞
に
も
と
づ
く
と
強
調
す
る
こ

と
は
、
聞
き
手
で
あ
る
村
の
人
た
ち
の
、
地
元
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
役
割
を
は
た
し

た
。

　

現
存
の
各
国
『
風
土
記
』
の
地
名
起
源
説
話
を
み
る
と
、そ
の
多
く
の
史
料
の
な
か
に
、

各
地
域
の
優
秀
さ
や
素
晴
ら
し
さ
を
説
こ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
と
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ

れ
が
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
信
奉
す
る
神
を
、

地
名
の
命
名
者
だ
と
み
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
、
話
を
聞
い
た
人
び

と
を
励
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
土
地
の
優
秀
性
を
説
こ
う
と
す
る

口
頭
の
地
名
起
源
説
話
は
、そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と
の
結
束
力
を
高
め
る
役
割
を
も
っ
た
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
国
文
学
者
の
土
橋
寛
氏
は
、
古
代
び
と
の
間
に
は
、
地
名
を
含
め
た

モ
ノ
の
縁
起
譚
が
、
そ
の
モ
ノ
の
現
在
と
将
来
に
亘
る
、
運
命
を
左
右
す
る
も
の
と
見
な

す
思
惟
が
あ
っ
た
と
説
く
。
氏
に
よ
る
と
、
古
代
の
モ
ノ
の
起
源
は
、
単
な
る
昔
の
出
来

事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
各
地
の
地
名
起
源
説
話
は
、
神
話
で
あ
れ
伝
承
で
あ
れ
、

と
も
か
く
土
地
の
優
秀
性
を
説
こ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
で
、

そ
の
中
身
が
も
つ
社
会
的
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
そ
れ
は
「
郷
土
の
成
員
た
ち
を
激

励
す
る
と
い
う
機
能

（
（1
（

」
を
も
つ
と
指
摘
し
た
。

　

継
承
す
べ
き
見
方
で
あ
り
、
口
頭
で
語
ら
れ
る
地
名
起
源
説
話
の
な
か
に
、
そ
の
よ
う

な
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
土
橋
説
に
し
た
が
え
ば
、
古
代
の
地
域
社
会

の
人
び
と
に
と
っ
て
、
地
名
の
い
わ
れ
話
は
、
お
互
い
の
結
束
力
を
高
め
、
ま
た
自
分
た

ち
の
存
在
意
義
を
決
定
づ
け
る
、
か
な
り
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　
　

三
、
地
名
起
源
説
話
の
中
身
を
明
か
す
服
属
儀
礼

　

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
伎
須
美
野
の
ク
ニ
ガ
タ
の
話
に
戻
っ

て
み
る
と
、
説
話
で
は
ク
ニ
ガ
タ
を
問
わ
れ
た
黒
田
別
の
答
え
が
、
そ
の
ま
ま
地
名
由
来

に
な
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
黒
田
別
が
答
え

る
前
か
ら
、
地
元
で
は
伎
須
美
野
の
地
名
の
い
わ
れ
を
、
め
で
た
く
解
す
る
起
源
説
話
が

存
在
し
た
。
そ
れ
が
前
述
の
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
伝
承
の
よ
う
に
、
神
の
言
葉
に
よ
る

と
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
国
造
の
黒
田
別
は
、
あ

ら
か
じ
め
地
元
で
伝
え
ら
れ
る
伎
須
美
野
の
由
来
話
を
、「
縫
へ
る
衣
を
櫃
の
底
に
蔵
め

る
が
如
し
」
と
い
う
形
で
奏
上
し
、
し
か
も
服
属
の
証
と
し
た
と
い
う
の
が
事
実
な
の
で

あ
ろ
う
。

　

そ
う
す
る
と
大
王
な
ど
に
向
か
っ
て
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
儀
礼
は
、
地
形
の
形
状
を
説

明
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
よ
り
正
確
に
い
う
と
、
そ
れ
は
地
元
で
受
け
継
が

れ
て
い
た
、
ク
ニ
ガ
タ
を
誉
め
る
口
承
の
地
名
起
源
説
話
の
中
身
を
明
か
す
儀
礼
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
本
来
語
ら
れ
て
い
た
場
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
地
の
村
の
神
祭
り
の

際
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
付
随
す
る
、
地
元
豪
族
ら
に
よ
る
国く

に

見み

行
事
の
時
な
ど
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
、
外
部
の
者
が
各
地
で
重
ん
じ
ら
れ
る
地
名
起
源
説
話
の
中
身
を
知
る
こ
と

は
、
単
に
知
識
を
増
や
す
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
各
地
で
伝
承
を
語
り

継
ぐ
人
び
と
が
、
お
互
い
の
結
集
の
核
と
し
て
き
た
、
い
わ
ば
彼
ら
自
身
の
身
元
や
成
り

立
ち
の
根
源
を
掌
握
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
明
か
さ
せ
る
こ
の
儀

礼
は
、そ
れ
を
知
ら
れ
た
者
た
ち
の
王
権
へ
の
服
従
、さ
ら
に
は
土
地
の
献
上
に
つ
な
が
っ

た
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
律
令
制
よ
り
前
の
時
代
、
大
王
や
王
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
に
対
し
、
自

分
た
ち
の
帰
属
意
識
や
結
束
力
を
高
め
る
機
能
を
も
つ
、
各
地
の
地
名
起
源
説
を
奏
上
す

る
こ
と
に
よ
り
、
服
属
の
意
思
を
可
視
化
す
る
個
別
の
儀
礼
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
土
地
の

献
上
と
連
動
し
て
い
た
。
従
来
の
研
究
で
、
倭
王
権
へ
の
地
域
集
団
の
服
属
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
こ
の
点
は
ほ
と
ん
ど
眼
を
向
け
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で

は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
提
起
し
た
い
。

　

た
だ
し
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
ク
ニ
ガ
タ
に
関
す
る
地
名
起
源
説
話
は
多
く
あ
る

も
の
の
、
右
の
服
属
儀
礼
の
痕
跡
を
、
直
接
確
認
で
き
る
史
料
を
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た

『
播
磨
国
風
土
記
』
を
除
き
、
現
存
す
る
他
国
の
『
風
土
記
』
も
同
様
で
あ
る

（
（1
（

。

　

そ
こ
で
視
点
を
代
え
、
事
実
上
ク
ニ
ガ
タ
を
褒
め
る
話
と
同
じ
意
味
を
も
つ
、
枕
詞
を

添
え
た
地
名
呼
称
に
関
連
す
る
諸
史
料
を
検
討
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
右
の
服
属
儀
礼
の

問
題
を
、
よ
り
一
層
明
ら
か
に
し
た
い
。
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四
、
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称

　

古
代
の
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
と
い
う
と
、『
万
葉
集
』
の
和
歌
に
お
け
る
そ
れ
が

有
名
で
あ
る
。
し
か
し
現
存
す
る
各
国
『
風
土
記
』（
逸
文
も
含
む
）
に
も
、
一
定
量
の

事
例
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、「
風

く
に
ぶ
り
の
こ
と
わ
ざ

俗
諺
云
」「
風
俗
説

こ
と
ば

云
」
な
ど
と
し
て
引
用

さ
れ
る
、「
衣

こ
ろ
も
そ
で

袖
、
漬

ひ
た
ち

国
」（
常
陸
国
冒
頭
）「
握

に
ぎ
り
い
ひ

飯
、
筑
波
之
国
」（
筑
波
郡
条
）「
薦

こ
も
ま
く
ら

枕
、

多た

珂か

之
国
」（
多
珂
郡
条
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
「
波は

夜や

佐さ

雨め

、
久く

多た

美み

乃
山
」
（
楯
縫
郡
玖く

潭た
み

郷
条
）

「
薦

こ
も

枕
ま
く
ら

、
志し

都つ

治ぢ

値ち

」（
出
雲
郡
漆し

つ

治ぢ

郷
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
肥
前
国
風
土
記
』

の
「
犬
声
、
止

や
む
の
く
に

国
」
（
養や

父ぶ

郡
条
）
や
、
『
摂
津
国
風
土
記
』
住す

み

吉の
え

郡
条
逸
文
の
「
真ま

住す
み

吉え
し

、
々す

み

々の
え

国の
く
に」（『

釈
日
本
紀
』
巻
六
）
な
ど
も
同
種
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
先
駆
的
に
分
析
し
た
土
橋
寛
氏
は
、一
般
に
各
国
『
風
土
記
』
や
『
万
葉
集
』

の
枕
詞
は
意
味
不
明
で
、地
名
へ
の
掛
か
り
具
合
を
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
と
説
く
。

し
か
し
い
く
つ
か
の
事
例
に
も
と
づ
き
、
枕
詞
を
添
え
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
地
名
や
国

名
を
誉
め
上
げ
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
と
れ
る
と
述
べ
た

（
（1
（

。

　

た
と
え
ば
右
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
握
飯
、
筑
波
之
国
」
と
い
う
枕
詞
は
、
握
り

飯
と
筑
波
の
「
つ
く
」
と
を
掛
け
合
わ
せ
、
祭
祀
の
時
、
握
り
飯
を
神
に
「
斎い

つ

く
」
国
、

ま
た
は
そ
れ
を
高
く
「
築つ

く
」
国
、
あ
る
い
は
手
の
ひ
ら
に
、
ご
飯
粒
が
「
着つ

く
」
国
の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た

（
（1
（

。

　

当
時
の「
筑
波
之
国
」の
実
際
の
食
糧
事
情
は
、ほ
か
の
国
々
と
同
じ
く
、相
当
厳
し
か
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
で
あ
れ
、
右
の
い
ず
れ
の
用
法
で
あ
っ
て
も
、「
握
飯
」
と
い

う
枕
詞
を
添
え
る
こ
と
で
、「
筑
波
之
国
」
の
食
の
豊
か
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ

に
国
誉
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
こ
で
は
、
地
名
由
来
も
簡
潔
に
説
か
れ
て
い
る
。

地
名
の
由
来
話
と
し
て
は
、握
り
飯
が
「
つ
く
」
国
だ
か
ら
、「
筑
波
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
説
明
の
仕
方
で
あ
る
。

　

ま
た
『
肥
前
国
風
土
記
』
養
父
郡
条
の
「
犬
声
、
止
国
」
と
い
う
枕
詞
を
添
え
た
地
名

呼
称
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

昔
者
、
纏ま

さ
む
く向

日ひ

代し
ろ

宮
御
宇
天
皇
（
＝
景
行
天
皇
）、
巡
狩
之
時
、
此
郡
百
姓
、
挙
レ

部
参
集
。
御み

狗い
ぬ

出
而
吠
之
。
於
レ

此
、
有
二

一
産う

ぶ

婦め

一

、
臨
二

見
御
狗
一

、
即
吠
止
。
因

曰
二

犬
声
止
国
一

。
今
訛
謂
二

養
父
郡
一

。

　

こ
の
話
で
は
狩
り
の
た
め
巡
幸
し
て
き
た
景
行
天
皇
の
猟
犬
と
、
そ
の
犬
を
見
つ
め
た

一
人
の
産
婦
（
妊
婦
）
の
話
を
軸
に
し
て
地
名
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
妊
婦
は

一
種
の
呪
術
力
を
も
つ
存
在
と
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
に
じ
っ
と
見
つ
め

ら
れ
た
猟
犬
は
、
即
座
に
吠
え
る
の
を
止
め
た
。
そ
こ
で
こ
の
「
止や

む
」
の
語
と
、
地
名

の
「
養や

父ぶ

」
と
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
り
、
養
父
の
地
名
が
、「
犬
の
鳴
き
声
が
止
ん
だ
」

こ
と
に
因
む
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
養
父
の
国
が
静
か
で
良
い
土
地
で
あ
る
こ
と

が
、
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

説
話
の
末
尾
に
は
、「
今
は
訛な

ま

り
て
養
父
の
郡
と
謂い

ふ
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に

「
犬
の
声
、
止
む
の
国
」
と
い
う
国
名
が
訛
っ
て
、「
養
父
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
事

実
は
そ
の
逆
で
、
も
と
も
と
養
父
の
地
名
が
先
に
あ
り
、
地
名
起
源
説
話
は
後
付
け
の
話

で
あ
る
。
「
訛
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
養
父
の
地
名
由
来
を
、
何
と
か
良
く
解
釈
し
よ
う

と
す
る
語
り
手
の
方
便
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
例
は
、
各
国
『
風
土
記
』
の
な
か
に
た
く

さ
ん
見
い
だ
せ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
は
、
単
な
る
風
流
の
業
に
も
と
づ
い
て
い

た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
、
伎
須
美
野
の
ク
ニ
ガ
タ
を
称
賛
し
た
『
播
磨

国
風
土
記
』
の
話
と
同
じ
く
、
国
誉
め
を
と
も
な
う
地
名
起
源
譚
の
一
種
で
あ
っ
た
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
、
す
な
わ
ち
か
な
り
短
め
の
地
名
起

源
説
話
を
、
外
来
者
や
征
服
者
な
ど
に
対
し
、
個
々
に
奏
上
す
る
儀
礼
が
あ
っ
た
こ
と
を
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示
唆
す
る
史
料
は
、
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

五
、
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称
の
奏
上

　

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
時
代
は
中
世
ま
で
降
る
が
、
古
伝
承
を
含
む
と

さ
れ
る
鎌
倉
時
代
成
立
の
伊
勢
神
宮
の
神
道
書
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
あ
る
。
そ
の
な
か

に
は
「
天
照
太
神
」
を
奉
じ
た
倭
姫
命
が
伊
勢
入
り
し
た
時
、
各
地
の
豪
族
の
始
祖
ら
が

つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
迎
え
て
「
国
名
」
を
答
え
、
自
ら
の
土
地
や
人
を
「
神
田
」「
神
戸
」「
御

厨
」、
あ
る
い
は
「
舎
人
」
な
ど
と
し
て
献
上
し
た
話
が
み
え
る
。
こ
れ
は
倭
姫
命
に
対

す
る
、
地
元
勢
力
の
服
属
を
語
る
史
料
群
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
、「
神
田
」「
神

戸
」
な
ど
を
伊
勢
神
宮
に
施
入
し
た
縁
起
譚
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
国
名

に
は
か
な
ら
ず
枕
詞
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
（1
（

。

・
活
目
入
彦
五
十
狭
茅
天
皇
（
垂
仁
天
皇
）
一
四
年
条

　
　

遷
二

幸
于
伊
勢
国
桑
名
野
代
宮
一

、
四
年
奉
レ

斉
。
（
中
略
）。
叉
国
造
建た

け

日ひ

方か
た

命
、
参

　
　

相
支
。
汝
国
名
何
問
給
。
神
風
伊
勢
国
止

白
。
進
二

舎
人
弟
伊い

尓に

方か
た

命
、
叉
地
口
神

　
　

田
並
神
戸
一

。

・
同
天
皇
二
二
年
条

　
　

遷
二

飯
野
高
宮
一

、
四
箇
年
奉
レ

斉
。
于
レ

時
、
飯
高
県
造
祖
、
乙お

と

加か

豆づ

知ち

命
乎
、
汝
国

　
　

名
何
問
賜
。
白
久
、
意
須
比
飯
高
国
止

白
而
、
進
二

神
田
並
神
戸
一

。
倭
姫
命
、
飯

　
　

高
志
止
白
事
、
貴
止
悦
賜
支
。

・
同
天
皇
二
五
年
春
三
月
条

　
　

従
二

飯
野
高
宮
一

、
遷
二

幸
于
伊い

蘓そ

宮
一

令
レ

坐
支
。
于
レ

時
、
大お

ほ

若わ
く

子ご

命
問
給
久
、
汝
此

　
　

国
名
何
。
白
久
、
百
船
度
会
国
、
玉
掇
伊
蘓
国
止
白
天
、
御
塩
浜
並
林
定
奉
支
。

　

右
の
史
料
に
よ
る
と
、「
天
照
太
神
」
の
遷
座
地
を
求
め
て
、
伊
勢
国
に
巡
幸
し
て
き

た
倭
姫
命
か
ら
国
名
を
問
わ
れ
た
国
造
や
県
造
な
ど
の
祖お

や

が
、「
神
風
の
伊
勢
国
」「
意お

須す

比ひ

の
飯
高
国
」「
百
船
の
度
会
国
」「
玉
掇ひ

ろ

ふ
伊い

蘓そ

（
磯
）
国
」
な
ど
、
わ
ざ
わ
ざ
枕
詞
を

添
え
た
国
名
を
答
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
ケ
ー
ス
と
同

じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
言
い
習
わ
さ
れ
た
「
風

く
に
ぶ
り
の
こ
と
わ
ざ

俗
諺
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
枕
詞
を
添
え
る
こ
と
が
、
そ
の
国
へ
の
讃
美
と
な
り
、
ま
た
簡
潔
な
地
名
起
源
説
話
に

も
な
っ
て
い
る
点
も
、「
風
俗
諺
」
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
意
須
比
の
飯
高
国
」
の
「
意
須
比
」
は
、
当
時
の
上
衣
の
一
種
の
「
衣お

裾す
ひ

」
で
は
な
く
、「
圧お

す
飯
」、
す
な
わ
ち
圧
縮
し
て
盛
り
つ
け
ら
れ
た
飯い

ひ

を
さ
し
、
飯
高

国
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
、
三
省

堂
、
一
九
八
三
年
）。
つ
ま
り
「
圧
す
飯
」
が
高
く
盛
り
つ
け
ら
れ
た
国
だ
か
ら
、「
飯

高
国
」
と
呼
ぶ
と
い
う
説
明
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
本
居
宣
長
は
、『
古
事
記

伝
』
一
一
の
な
か
で
、「
倭
姫
命
世
紀
に
、
意オ

須ス

比ヒ

飯イ
ヒ
タ
カ
ノ

高
国
と
あ
る
は
、
食
器
に
物
を
盛モ

ル

を
、
余ヨ

曽ソ

布フ

と
も
意オ

曽ソ

布フ

と
も
云
ふ
、
そ
の
言
に
て
、
意オ

曽ソ

比ヒ

た
る
飯イ

ヒ

高
し
と
云
意
の
、

枕
詞

（
（1
（

」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

ご
飯
や
赤
飯
な
ど
を
圧
縮
し
、
円
錐
形
や
円
筒
形
に
整
え
て
盛
る
の
は
、
今
で
も
各
地

の
民
俗
事
例
に
み
ら
れ
、
祭
祀
の
時
、
食
べ
物
を
神
に
供
え
る
作
法
の
一
つ
で
あ
る

（
（1
（

。
ま

た
そ
れ
は
「
神
の
依
り
代
」
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
た
（
次
頁
の
図
②
も
参
照
）
。
前
述

の
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
握
り
飯
」
も
そ
の
一
形
態
で
あ
る
。
ま
た
「
も
る
」

と
い
う
倭
語
に
は
、
モ
ノ
を
積
み
上
げ
る
の
ほ
か
、
そ
れ
を
差
し
だ
す
、
さ
ら
に
転
じ
て

「
共
食
す
る
」「
も
て
な
す
」
の
意
味
が
あ
っ
た

（
（1
（

。

　

要
す
る
に
「
意
須
比
の
飯
高
国
」
と
い
う
地
名
呼
称
は
、
神
祭
り
の
際
、「
神
と
人
と

が
共
食
す
る
飯い

ひ

が
高
く
盛
ら
れ
た
飯
高
の
国
」
と
い
う
、
国
誉
め
を
と
も
な
う
簡
潔
な
地

名
起
源
説
話
で
も
あ
っ
た
。
説
話
の
な
か
で
そ
れ
を
聞
い
た
倭
姫
命
が
、「
飯
高
し
と
白

す
事
、
貴
き
と
悦
び
賜
ひ
き
」
と
述
べ
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
国
名
に
称
辞
を
送
っ
た
こ

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

ま
た
こ
う
し
た
国
名
を
答
え
る
こ
と
が
、
倭
姫
命
へ
の
服
属
を
意
味
し
、
各
地
の
豪
族
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の
始
祖
ら
に
よ
る
、「
神
田
」「
神
戸
」「
舎
人
」「
塩
浜
」「
林
」
な
ど
の
献
上
に
連
動
し

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
伎
須
美
野
を
差
し
だ

し
た
話
と
ま
っ
た
く
同
じ
構
造
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
右
に
示
し
た
伝
承
は
、
中
世
に
成
立
し
た
『
倭
姫
命
世
記
』
の
な
か
に
収
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
倭
姫
命
の
伊
勢
入
り
の
説
話
、
垂
仁
天

皇
二
五
年
三
月
丙
申
条
を
み
る
と
、「
倭
姫
命
、
求
下

鎮
二

坐
大
神
一

之
処
上

、
而
詣
二

菟
田

筱さ
さ

幡は
た

一

。
（
筱
、
此
云
二

佐
佐
一

）。
更
還
之
入
二

近
江
国
一

、
東
廻
二

美
濃
一

、
到
二

伊
勢
国
一

」

と
あ
る
。
そ
し
て
結
局
天
照
大
神
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、「
其
祠
立
二

於
伊
勢
国
一

。
因

興
二

斎
宮
于
五
十
鈴
川
上
一

。
是
謂
二

磯
宮
一

。
則
天
照
大
神
始
自
レ

天
降
之
処
也
」
と
書
か

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
や
り
と
り
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
『
倭
姫
命
世
記
』
は
、
い
わ
ゆ
る
神
道
五
部
書
の
な
か
で
特
異
な
位
置
を
占
め

る
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
編
述
に
際
し
て
は
、
伊
勢
神
宮
の
古
伝
承
に
か
な
り
依
拠
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る

（
（1
（

。
ま
た
先
に
み
た
「
神
風
の
伊
勢
国
」「
百
船
の
度
会
国
」
な
ど
の
、
枕

詞
を
と
も
な
う
地
名
呼
称
は
、『
日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
即
位
前
紀
・
戊
午
年
一
〇
月

癸
巳
朔
条
、
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
・
仲
哀
天
皇
九
年
三
月
壬
申
策
条
な
ど
に
み
え
る
古
語

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
古
代
の
地
域
社
会
で
は
、
王
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
や
王
族

な
ど
に
対
し
、
地
名
起
源
説
話
を
答
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
集
団
の
服
属

や
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
儀
礼
が
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
儀
礼
は
、

領
地
や
土
地
の
献
上
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
枕
詞
を
添
え
た
地
名
起
源
説
話

の
奏
上
も
そ
の
一
形
態
を
な
す
。
そ
の
中
身
を
外
部
の
者
に
漏
ら
す
こ
と
は
、
右
と
同
様

の
意
味
を
も
っ
た
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
国
造
の
黒
田
別
が
伎
須
美
野
の
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
説
話
、
神

が
ク
ニ
ガ
タ
を
誉
め
た
と
い
う
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
伝
承
、
枕
詞
を
添
え
た
地
名
呼
称

を
め
ぐ
る
話
は
、
細
部
で
多
少
の
ズ
レ
が
あ
る
も
の
の
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
点
で
共
通
し
て

い
た
。

　

第
一
に
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
地
名
起
源
説
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
内

容
に
は
各
土
地
を
誉
め
る
意
図
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
地
域
の
人
び
と
の
結
束
力
を
高
め
る

も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
律
令
制
よ
り
前
の
時
代
、
そ
れ
ら
を
大

王
や
征
服
者
に
奏
上
さ
せ
る
個
々
の
儀
礼
が
あ
り
、
そ
れ
は
相
手
方
へ
の
服
従
と
忠
誠
を

意
味
し
た
こ
と
、
第
四
に
、
逆
に
そ
れ
を
知
っ
た
大
王
ら
は
そ
の
土
地
の
新
た
な
支
配
者

だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
よ
う
に
復
元
で
き
た
服
属
儀
礼
と
、
八
世
紀
初
頭
の
『
風
土
記
』

編
纂
の
官
命
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
本
稿
で
扱
っ
た
伎
須
美
野
の

話
、
神
が
ク
ニ
ガ
タ
を
誉
め
る
話
、
「
握
飯
、
筑
波
之
国
」
な
ど
の
枕
詞
を
添
え
た
地
名

図② 神の依り代としての「盛砂」＝立て砂(京都市上賀茂神社)
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呼
称
を
め
ぐ
る
話
は
、
す
べ
て
こ
の
官
命
に
も
と
づ
き
作
ら
れ
た
、
各
国
『
風
土
記
』
の

な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

六
、『
風
土
記
』
の
作
成
・
提
出
命
令
に
つ
い
て

　

い
わ
ゆ
る
『
風
土
記
』
の
作
成
と
提
出
を
求
め
た
『
続
日
本
紀
』
の
和
銅
六
年
（
七
一
三
）

五
月
甲
子
条
に
よ
る
と
、
時
の
王
権
は
、
諸
国
司
ら
に
対
し
て
つ
ぎ
の
五
項
目
、
す
な
わ

ち
①
国
内
地
名
の
表
記
を
「
好よ

き

字じ

」（
め
で
た
い
文
字
）
に
改
め
る
こ
と
、
②
国
内
の
鉱

物
資
源
、
動
植
物
等
の
リ
ス
ト
の
作
成
、
③
土
地
の
肥
沃
度
合
い
、
④
国
内
地
名
と
そ
の

由
来
話
、
⑤
古
老
の
伝
承
な
ど
の
情
報
収
集
、
お
よ
び
そ
の
報
告
を
義
務
づ
け
た
。

　

こ
こ
で
は
②
③
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
国
的
な
徴
税
の
円
滑
化
と
い
う
行
政
目
的
の

も
と
、
各
国
の
物
産
リ
ス
ト
や
、
土
地
の
肥
沃
度
情
報
な
ど
の
収
集
・
報
告
が
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
本
稿
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
の
は
、と
く
に
④
の
項
目
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
部
内
の
地
名
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
起
源
説
話
の
調
査
・
報
告
が
命
じ
ら
れ
た

理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　

現
存
す
る
各
国
『
風
土
記
』
の
中
身
を
み
る
と
、
①
～
⑤
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
国

毎
に
精
粗
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
ど
の
国
の
『
風
土
記
』
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
も
多
く

の
分
量
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
、
④
で
指
示
さ
れ
た
各
地
の
地
名
起
源
譚
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
各
国
国
司
の
側
に
お
い
て
も
、
こ
の
情
報
の
収
集
の
重
要
性
が
か
な
り
強
く
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。

　

そ
の
収
集
目
的
に
つ
い
て
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
の
は
岡
田
精
司
氏
で
あ
る
。

岡
田
氏
に
よ
る
と
そ
の
当
時
、
地
名
の
な
か
に
は
地
方
の
国
々
の
「
国く

に
だ
ま魂

」
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
地
名
起
源
説
話
と
セ
ッ
ト
で
掌
握
す

る
こ
と
は
、
国
魂
を
朝
廷
に
服
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
呪
術
的
な
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
指

摘
し
た

（
（1
（

。

　

岡
田
氏
が
説
く
よ
う
に
、
①
の
地
名
表
記
の
「
好
字
」
へ
の
改
正
命
令
と
と
も
に
、
④

の
命
令
の
な
か
に
、
呪
術
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
に
よ
り
王
権
が
、
地
方
の
「
国
魂
」
や
土
地
の
「
精
霊
」
の
服
属
を
め
ざ
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
地
名
の
な
か
に
各
地
の
国
魂
が
秘
め
ら
れ
て

い
る
と
み
る
の
は
、
国
文
学
者
の
折
口
信
夫
以
来
の
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る

（
（2
（

。
し
か
し
や

や
こ
れ
は
抽
象
的
で
、
具
体
性
に
欠
く
見
方
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
く
ま
で
④
に
つ

い
て
は
、
各
地
の
地
名
の
掌
握
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
加
え
て
そ
の
起
源
説
話
の
収

集
が
命
じ
ら
れ
た
点
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
④
の
官
命
は
、
や
は
り
こ
れ
以
前
か
ら
個
別
に
実
施
さ
れ
て
い
た
、
各
地

の
豪
族
に
対
し
て
地
名
起
源
説
話
の
内
容
を
答
え
さ
せ
る
服
属
儀
礼
の
存
在
を
踏
ま
え
て

い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
古
代
の
地
方
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
地
名
起
源
説
話
と
い

う
も
の
は
、
自
ら
の
存
在
の
根
源
や
結
集
の
要
と
な
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
儀
礼
を
通
じ
て
、
そ
の
内
容
を
他
者
に
明
か
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
知
っ
た
者
に

対
す
る
服
従
を
意
味
し
た
。

　

和
銅
六
年
の
官
命
に
お
い
て
、
各
地
の
地
名
起
源
説
話
の
収
集
が
命
じ
ら
れ
た
の
は
、

朝
廷
に
対
す
る
国
魂
や
神
霊
の
服
属
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
住
ま
う
人
び
と
が

結
集
核
と
し
て
き
た
地
名
伝
承
の
掌
握
を
通
じ
て
、
彼
ら
を
服
属
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
筆
者
は
改
め
て
こ
の
点
を
重
視
し
た
い
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
そ
れ
が
個
別
的
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
国
司
ら
の

管
轄
下
で
、
全
国
一
律
に
強
制
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
従
来
の
個
別
の
服
属
儀

礼
の
ケ
ー
ス
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
和
銅
六
年
段
階
の
倭
王
権
は
、
地
名
の
い
わ
れ
話
の
中
身
を
、
全
国
一
律
に

収
集
・
報
告
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
天
皇
が
統
治
す
る
諸
地
域
の
人
の
服
属
や
忠
誠

を
、
さ
ら
に
深
め
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
伎
須
美
野
の
話
の
よ
う

に
、
実
際
こ
れ
に
よ
り
各
地
の
土
地
断
片
が
切
り
と
ら
れ
、
そ
れ
が
献
上
さ
れ
る
こ
と
は
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な
か
っ
た
。

　

し
か
し
王
権
は
、
官
命
④
を
発
令
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
念
上
、
天
皇
統
治
下
の
す
べ

て
の
人
民
を
領
有
・
服
従
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

こ
の
頃
、
編
戸
制
や
班
田
制
が
整
備
・
確
立
さ
れ
て
い
た
事
実
と
密
接
に
関
わ
る
で
あ
ろ

う
（
（2
（

。
筆
者
は
、
和
銅
六
年
の
『
風
土
記
』
の
作
成
・
提
出
命
令
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。

　

天
皇
統
治
を
意
味
す
る
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
古
語
が
あ
る
よ
う
に
、
各
地
の
地
名
起
源

説
話
を
「
知
る
」
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
す
べ
て
の
国
で
同
時
に
お
こ
な
わ
せ
よ
う
と
す

る
点
に
は
、
統
治
力
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、
当
時
の
倭
王
権
の
意
思
を
う
か
が
え

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
、
一
定
の
抵
抗
感
も

生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

た
と
え
ば
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
宍し

禾さ
は

郡
高た

か

家や

里
条
で
は
、
里
内
の
「
都つ

太だ

川
」
と
い

う
地
名
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
、「
衆
人
、
不

レ

能
二

得
称
一

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
王
権
に
よ
る
地
名
起
源
説
話
の
掌
握
命
令
に
対
す
る
、

一
つ
の
反
発
を
あ
ら
わ
す
事
例
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
和
銅
六
年
の
官
命
の
④
の
項
目
は
、
各
地
の
国
魂
の
掌
握
・
服
属
を
め

ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
律
令
制
よ
り
前
の
時
代
、
各
地
の
豪
族
と
の
間
で
、
直
接
的
、
個

別
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
服
属
儀
礼
を
踏
ま
え
る
形
で
発
令
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ

る
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
の
伎
須
美
野
条
の
ク
ニ
ガ
タ
を
答
え
る
話
を
出
発

点
に
し
て
、い
く
つ
か
の
史
料
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
律
令
制
よ
り
前
の
時
代
、

王
権
へ
の
服
属
を
可
視
化
す
る
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
、
国
誉
め
を
と
も
な
う
地
名
起
源
説

話
を
奏
上
さ
せ
る
儀
礼
が
存
在
し
、
そ
れ
は
土
地
の
献
上
と
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
、
ま

た
そ
れ
は
和
銅
六
年
の
王
権
に
よ
る
『
風
土
記
』
の
作
成
・
提
出
命
令
に
も
結
び
つ
く
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
『
風
土
記
』
の
提
出
命
令
に
つ
い
て
は
、し
ば
し
ば
『
注

ち
ゅ
う
し
ん

進
風
土
記
』

が
上
進
さ
れ
た
と
い
う
王
位
就
任
儀
礼
、
大
嘗
祭
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き

で
あ
る

（
（2
（

。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
措
き
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
擱
筆
し
た
い
。

　
　
　

（
元
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
・
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

【
註
】

（
１�

）
パ
ー
マ
ー
「
口
承
文
学
と
し
て
の
風
土
記　

-

播
磨
国
風
土
記
に
あ
ら
わ
れ
る
「
麻
打
山
」

の
新
解
釈-

」（
『
風
土
記
研
究
』
三
二
、
二
○
○
八
年
）、
同
「
風
土
記
読
解　

-

口
承
文
学
の
観

点
か
ら-

」(

『
國
文
學
』
五
四-

七
、二
○
○
九
年)

、
同 
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（
２�

）
古
市
晃
「
古
代
播
磨
の
地
域
社
会
構
造　

-

播
磨
国
風
土
記
を
中
心
に-

」(

同
『
国
家
形
成

期
の
王
宮
と
地
域
社
会　

-

記
紀
・
風
土
記
の
再
解
釈-

』
塙
書
房
、
二
○
一
九
年
。
初
出
は
二

○
一
四
年)

。

（
３�

）
岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗　

-

食
国(

ヲ
ス
ク
ニ)

の
背
景-

」(

同
『
古
代

王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房
、
一
九
七
○
年
。
初
出
は
一
九
六
二
年)

。

（
４�

）
拙
稿
「『
風
土
記
』
の
荒
ぶ
る
神
の
鎮
祭
伝
承
と
倭
王
権
の
地
域
編
成
」(

兵
庫
県
立
歴
史
博

物
館
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
編
『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
七
、
二
○
二
二
年)

、
拙
稿

「
古
代
播
磨
の
内
陸
部
の
道
と
ミ
ナ
ト　

-

荒
ぶ
る
神
の
鎮
祭
伝
承
を
素
材
に
し
て-

」(

佐
々
木

虔
一
・
笹
生
衛
・
菊
地
照
夫
編
『
古
代
の
交
通
と
神
々
の
景
観　

-

港
・
坂
・
道-

』
八
木
書
店
、

二
○
二
三
年)

。

（
５�

）
各
国
『
風
土
記
』
の
史
料
の
引
用
は
、
基
本
的
に
日
本
古
典
文
学
大
系
二
『
風
土
記
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
の
校
注
に
も
と
づ
い
た
。
こ
の
う
ち
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
つ
い
て
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は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
編
『
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
第
一
巻　

古
事
記
道
果
本　

播
磨
国
風
土
記
』(

八
木
書
店
、
二
○
一
六
年
）
を
、
ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
関
し
て
は
、

島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
出
雲
国
風
土
記　

-

校
訂
・
注
釈
編-

』（
島
根
県
教
育
委
員
会
、

二
○
二
三
年
）
を
参
照
し
て
校
訂
し
た
。

（
６
）『
小
野
市
史
』
一(
兵
庫
県
小
野
市
、
二
○
○
一
年)

、
第
三
章
第
六
節
（
元
木
泰
雄
氏
執
筆
）。

（
７
）『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
（
三
省
堂
、
一
九
八
三
年)

、
六
四
八
頁
。

（
８�

）
日
本
古
典
文
学
大
系
二
『
風
土
記
』(

註
（
５
）
前
掲
書
）
の
校
注
者
の
秋
本
吉
郎
氏
は
、

こ
れ
に
関
連
し
て
、「
来
住
附
近
に
大
部
と
称
す
る
地
が
散
在
し
、
東
大
寺
領
の
大
部
庄
の
地

に
あ
た
る
」
と
指
摘
す
る
（
同
、
三
四
一
頁
）。

（
９�

）
拙
稿
「
古
代
の
神
話
と
口
承
の
祭
祀
儀
礼　

-

『
播
磨
国
風
土
記
』
を
中
心
に-

」
（
『
歴
史

評
論
』
七
八
六
、二
○
一
五
年
）。

（
10
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』(

塙
書
房
、
一
九
六
八
年)
、
三
二
六
頁
。

（
11�
）
唯
一
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
日
田
郡
条
に
は
、
久ひ

さ

津づ

媛め

と
い
う
神
が
人
の
姿
に
な
っ
て
、
巡

幸
し
た
景
行
天
皇
を
出
迎
え
、
そ
こ
で
「
国

く
に
の
あ
る
か
た
ち

消
息
」(

ク
ニ
ガ
タ
）
を
奏
上
し
た
と
い
う
話
が

み
え
る
。

（
12�
）
土
橋
「
枕
詞
の
源
流
」（
同
『
古
代
歌
謡
論
』
三
一
書
房
、一
九
六
〇
年
。
初
出
は
一
九
五
四
年)

、

四
二
八
～
四
二
九
頁
。

（
13
）
土
橋
註
（
12
）
前
掲
論
文
、
四
三
一
～
四
三
二
頁
。

（
14
）
大
隅
和
雄
校
注
『
日
本
思
想
大
系
一
九　

中
世
神
道
論
』(

岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年)

。

（
15
）『
本
居
宣
長
全
集
』
九
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
四
七
四
頁
。

（
16
）
岩
井
宏
實
・
日
和
祐
樹
『
神
饌　

-

神
と
人
と
の
饗
宴-

』(

法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
〇
七
年)

。

（
17�
）
柳
田
國
男
『
食
物
と
心
臓
』（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
一
七
、
初
出
は
一
九
三
六
年)

、

三
九
六
～
四
〇
二
頁
。

（
18
）
大
隅
和
雄
「
所
載
書
目
に
つ
い
て　

倭
姫
命
世
記
」(

註
（
14
）
前
掲
書)

、
三
六
八
頁
。

（
19�
）
岡
田
「
風
土
記
総
説
」(

直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
岡
田
精
司
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』

二
〈
日
本
書
紀
・
風
土
記
〉、
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年)

。

（
20�
）
折
口
「
歌
及
び
歌
物
語
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
一
〇
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
。
初

出
は
一
九
三
〇
年
）、
同
「
文
学
様
式
の
発
生
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
七
、
中
央
公
論
社
、

一
九
六
六
年
。
初
出
は
一
九
四
七
年
）。

（
21�
）
吉
田
孝
「
編
戸
制
・
班
田
制
の
構
造
的
特
徴
」（
同
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
。
初
出
は
一
九
七
六
年)

。

（
22
）
岡
田
註
（
19
）
前
掲
論
文
参
照
。


